
意見書交付申請書

年　　　月　　　日

（宛先）八千代市児童発達支援センター所長


千葉県私立幼稚園等特別支援教育経費補助金（特別支援に係る人件費・教育研究費・設備費等）申請のため，幼稚園等より特別の配慮が必要であることを証明する書類の提出を求められたため，下記のとおり意見書の交付を申請します。


	申請者（保護者）
	氏名 (ふりがな)
	
	対象児童との
続　柄
	

	
	住所
	八千代市

	
	電話番号
	


記

	対象児童
	氏名 (ふりがな)
	
	生年
月日
	　　  　年　 　月　 　日(　　　歳)

	
	住所
	 申請者と同じ   　　　　□別居　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）




必要事項を記入してください。
	提出先
	
幼稚園名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※幼稚園等の施設が作成した，状況報告書（ホームページ様式参照）を添えて
[bookmark: _GoBack]提出してください。


	受領方法
	 窓口　※窓口をご希望の場合，書類が完成しましたら担当者よりご連絡いたします。

 郵送　※郵送での受け取りをご希望の場合は，レターパックライトまたは返信用封筒
（長形３号封筒に送付先の住所・氏名を明記し，返信用切手460円を貼付した
もの）をご用意のうえ、申請書類と合わせて提出してください。



＜注意事項＞
□ 郵送で申請する場合，申請者本人であることを証明する書類（運転免許証の写し，個人番号カード
表面の写し等）を添えて提出してください。
□ 書類の作成にあたり電話連絡や面接をお願いする場合があります。
□ 即日交付はできません。2週間から1か月程度かかりますので，あらかじめご了承ください。


【問い合わせ先】ことばと発達の相談室　〒276-0046八千代市大和田新田477－106　電話：047-411-6745

